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お申込み後について
◆お申込み後、保育園等の⼊園までに家庭状況（就労状況・家族構成・保育状況等）に変更があったときは、指数が変更になり、

⼊園の内定取消しや退園になることがあります。変更が⽣じそうな場合は、速やかに保育園ナビゲーターまで連絡してくださ
い。
◆お申込み後、保育園等の⼊園までに児童の健康状況に著しく変化があったときは、安全な集団保育ができないといった理由か

ら、保育園等で受⼊れができない場合があります。速やかに保育支援課特別支援保育担当（03-3647-9503）へ連絡してく
ださい。

◆保育所等利⽤申込書の有効期間は年度内（令和９年１月⼊園が最後）です。ただし、求職中でお申込みされ、待機となった場
合、書類の提出がないと自動取下げとなることがあります（P.30参照）。

◆申込時の保護者の状況により、以下の内容にご注意ください。

注意点保護者事由

就労を開始した場合は、証明⽇が就労開始⽇以降の「就労証明書（区様式）」をご提出ください。就労内定

在籍校の卒業月の月末で教育・保育給付認定期間が終了します。

就学内定でお申込みされる方は⼊学後、在学証明書及びカリキュラムをご提出ください。（学校教育法に
定める学校（大学・大学院等）や職業訓練校に在学されている場合は、カリキュラムの提出は必要ありま
せん。）

就学（内定含む）

出産（予定）⽇から起算して57⽇目が経過する月の末⽇までが教育・保育給付認定期間となります。出産

◆認定期間が切れた場合は、自動的に申込みが取下げとなります。
◆希望園の変更は、変更希望月の受付締切⽇までに「保育所等利⽤申込の希望変更届（区様式）」（区ホームページよりダウン
ロード可）を記⼊し、保育支援課保育サービス係まで提出してください。（郵送・電子可、締切⽇必着）

◆お申込み後、⼊園・転園の意思がなくなったときは、各月の受付締切⽇までに「保育所等利⽤申込取下書（区様式）」を提出
してください。

転園について

◆転園申込を⾏い、転園が内定した場合、原則、元の保育園等に引き続き在園することはできません。転園の内定を辞退しても、
現在在園している保育園等は退園となります。
◆転園申込を⾏い、待機となった場合、年度中は申込みが継続します。そのため、当初の転園希望⽉以降に内定となる場合があ

りますので、転園の必要がなくなった際は、各⽉受付締切日までに「保育所等利⽤申込取下書（区様式）」を提出し、申込み
の取下げを必ず⾏ってください。この期限を過ぎて、転園の申込みを取下げることはできません。

利⽤調整について

◆申込時の指数（就労先・就労日数・就労時間）が、⼊園希望⽉まで継続するものとして利⽤調整します。⼊園内定後または⼊
園時点で、転職等により指数が下がった場合は、内定取消しや退園となることがあります。（転職についての詳細は、P.34
をご確認ください。）

◆指数付けの基準⽇となる⽇付（＝指数基準⽇）は、4月⼊園一次募集を除き各月の受付締切⽇です。指数基準⽇までに追加書
類、不⾜書類等が保育支援課保育サービス係で確認できない場合、各書類の提出がないものとして利⽤調整を⾏います。
◆利⽤調整は、⼊園希望⽉の受付締切日までに提出された書類で⾏います。それ以降の提出については、次の指数基準⽇に該当
する利⽤調整に反映されます。
◆５月以降の⼊園内定の連絡は、⼊園月の前月14⽇頃から電話連絡後、「利⽤調整結果通知書」を発送します。
◆⼊園内定後は、⼊園内定した保育園等で、登園開始日までに必ず面談と健康診断を受けてください。受けられない場合や、健
康診断の結果によって集団保育が難しいと判断された場合は、⼊園内定を取消すことがあります。
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